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梨
県
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報
　
　
第
七
十
九
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

山
梨
県
公
報

第
七
十
九
号

令
和
二
年三

月
十
二
日

木　曜　日

一
一
一

目

次

告

示

○
山
梨
県
県
税
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
税
の
申
告
等
の
期
限
の
延
長	

一
一
一

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生	

一
一
一

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可	

一
一
一

○
有
害
図
書
類
の
指
定	

一
一
二

公

告

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

一
一
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出	

一
一
二

○
争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理	

一
一
三

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新	

一
一
五

○
令
和
二
年
二
級
建
築
士
試
験
の
実
施	

一
一
五

○
令
和
二
年
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施	

一
一
五

企

業

局

○
山
梨
県
営
石
和
温
泉
給
湯
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

一
一
六

○
山
梨
県
企
業
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一
一
八

正

誤

○
平
成
二
十
六
年
四
月
三
日
付
第
二
千
四
百
四
号
中	
一
一
八

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
七
十
一
号

山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

同
条
例
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
個
人
の
事
業
税
の
申
告
の
う
ち
、
そ
の
期
限
が
令

和
二
年
三
月
十
五
日
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
期
限
を
令
和
二
年
四
月
十
六
日
ま
で
延
長
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
告
示
第
七
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種
類

患
畜
又
は
疑
似

患
畜
の
区
分

発
生

頭
数

発　

生　

場　

所

発　

生　

年　

月　

日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患
畜

一

北
杜
市

令
和
二
年
三
月
四
日

同

同

同

一

富
士
河
口
湖
町

令
和
二
年
三
月
五
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

施
行
者
の
名
称　

甲
州
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称　

峡
東
都
市
計
画
下
水
道
事
業
甲
州
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間　

昭
和
五
十
四
年
六
月
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

1　

収
用
の
部
分　

昭
和
五
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
六
号
、
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
三

十
五
号
、
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
九
十
号
、
平
成
元
年
山
梨
県
告
示
第
四
十
五
号
、
平
成

三
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
、
平
成
四
年
山
梨
県
告
示
第
百
三
十
二
号
、
平
成
七
年
山
梨

県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
、
平
成
八
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号
、
平
成
九
年
山
梨
県
告
示

第
二
百
四
号
、
平
成
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号
、
平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
四
十

四
号
、
平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号
、
平
成
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
百
三
十
七
号

及
び
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
百
二
十
六
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
甲
州
市
大
字
塩
山
上
井
尻

字
金
山
、
大
字
塩
山
上
塩
後
字
秀
森
前
及
び
字
千
住
院
前
、
大
字
塩
山
千
野
字
身
洗
田
及
び
字
観

音
堂
西
、
大
字
塩
山
赤
尾
字
堰
口
及
び
字
川
除
下
、
大
字
塩
山
下
塩
後
字
井
尻
境
、
字
坂
田
下
及

び
字
上
塩
後
境
、
大
字
勝
沼
町
休
息
字
北
林
、
字
子
安
后
及
び
字
子
安
、
大
字
勝
沼
町
小
佐
手
字



山
梨
県
公
報
　
　
第
七
十
九
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
二
日

一
一
二

二　

指
定
す
る
理
由　

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
し
、
又
は
著
し
く
犯

罪
を
誘
発
す
る
等
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

公　
　
　

告

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

山
梨
県
立
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
診
療
等
総
合
シ
ス
テ
ム
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

等
㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
子
育
て
支
援
局
子
ど
も
福
祉
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

リ
コ
ー
リ
ー
ス
株
式
会
社

㈡　

住
所　

東
京
都
江
東
区
東
雲
一
丁
目
七
番
十
二
号

五　

落
札
金
額　

四
千
八
百
十
四
万
七
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
二
年
一
月
十
六
日

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

　
　
　
　
　
　

名　
　
　
　
　
　
　
　

称

　
　
　

発　
　

行　
　

所

実
話
H
コ
ミ
ッ
ク
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
1

本
当
に
あ
っ
た
美
味
し
い
体
験
教
え
ま
す

（
株
）
リ
イ
ド
社

最
高
に
ト
ロ
け
た
本
気
で
ホ
ン
ト
の
話

（
株
）
リ
イ
ド
社

シ
ー
ク
レ
ッ
ト
ス
ク
ー
ル

あ
の
コ
の
秘
密
を
お
し
え
て
あ
げ
る

（
株
）
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

お
色
気
時
代
劇
専
門
マ
ガ
ジ
ン　

コ
ミ
ッ
ク
艶

（
株
）
リ
イ
ド
社

実
験
人
形
ダ
ミ
ー
・
オ
ス
カ
ー

ゴ
マ
ブ
ッ
ク
ス
（
株
）

リ
ア
ル
H
コ
ミ
ッ
ク
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

天
然
淑
女
リ
ア
ル
体
験

（
株
）
リ
イ
ド
社

ミ
ニ
シ
ュ
ガ
ー
1
月
号　

泥
酔LO

V
E

（
株
）
秋
水
社

あ
ま
ー
い
H
い
っ
ぱ
い　

オ
ト
ナ
のLO
V
E

コ
ミ
ッ
ク

恋
愛
チ
ェ
リ
ー
ピ
ン
ク
1
月
号

秋
田
書
店

ハ
ー
レ
ム
ヘ
ブ
ン　

彼
女
た
ち
の
秘
密
の
レ
ッ
ス
ン

（
株
）
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

ハ
ー
レ
ム
ア
ソ
ー
ト

（
株
）
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

北
川
原
及
び
字
横
落
前
、
大
字
勝
沼
町
菱
山
字
相
之
原
及
び
字
池
ノ
平
並
び
に
大
字
勝
沼
町
勝
沼

字
上
天
神
の
各
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

2　

使
用
の
部
分　

な
し

山
梨
県
告
示
第
七
十
四
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日

か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

　
　
　
　
　
　

名　
　
　
　
　
　
　
　

称

　
　
　

発　
　

行　
　

所

実
話
H
コ
ミ
ッ
ク
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
1

本
当
に
あ
っ
た
美
味
し
い
体
験
教
え
ま
す

（
株
）
リ
イ
ド
社

最
高
に
ト
ロ
け
た
本
気
で
ホ
ン
ト
の
話

（
株
）
リ
イ
ド
社

シ
ー
ク
レ
ッ
ト
ス
ク
ー
ル

あ
の
コ
の
秘
密
を
お
し
え
て
あ
げ
る

（
株
）
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

お
色
気
時
代
劇
専
門
マ
ガ
ジ
ン　

コ
ミ
ッ
ク
艶

（
株
）
リ
イ
ド
社

実
験
人
形
ダ
ミ
ー
・
オ
ス
カ
ー

ゴ
マ
ブ
ッ
ク
ス
（
株
）

リ
ア
ル
H
コ
ミ
ッ
ク
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

天
然
淑
女
リ
ア
ル
体
験

（
株
）
リ
イ
ド
社

ミ
ニ
シ
ュ
ガ
ー
1
月
号　

泥
酔LO

V
E

（
株
）
秋
水
社

あ
ま
ー
い
H
い
っ
ぱ
い　

オ
ト
ナ
のLO

V
E

コ
ミ
ッ
ク

恋
愛
チ
ェ
リ
ー
ピ
ン
ク
1
月
号

秋
田
書
店

ハ
ー
レ
ム
ヘ
ブ
ン　

彼
女
た
ち
の
秘
密
の
レ
ッ
ス
ン

（
株
）
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

ハ
ー
レ
ム
ア
ソ
ー
ト

（
株
）
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン



山
梨
県
公
報
　
　
第
七
十
九
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
二
日

一
一
三

㈡　

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

収
容
台
数　

四
十
三
台

㈢　

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

面
積　

四
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

容
量　

三
十
九
立
方
メ
ー
ト
ル

6　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
山
梨
さ
え
き

午
前
九
時

午
後
九
時

株
式
会
社
大
創
産
業

午
前
九
時
三
十
分

午
後
八
時
三
十
分

㈡　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三

十
分
ま
で

㈢　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

⑴　

数　

六
箇
所

⑵　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

㈣　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯　

午
前
六
時
か
ら
午
後

十
時
ま
で

三　

届
出
年
月
日　

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
十
三
日
ま
で

◉　

争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

梨
民
主
医
療
機
関
労
働
組
合
執
行
委
員
長
新
藤
秀
樹
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
令
和
二
年

二
月
十
八
日
付
け
で
通
知
が
あ
っ
た
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

芙
蓉
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

大
森
朋
彦

山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田
五
丁
目
十
五
番
二
十
九
号

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

笛
吹
河
内
店
舗

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
河
内
字
宮
窪
四
百
三
十
九
番
一
外

2　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
山
梨
さ
え
き

代
表
取
締
役　

桑
原
孝
正

山
梨
県
富
士
吉
田
市
富
士
見
六
丁
目
十
一
番
二
十
三

号

株
式
会
社
大
創
産
業

代
表
取
締
役　

矢
野
靖
二

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目
四
番
十
四
号

3　

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日　

令
和
二
年
十
一
月
一
日

4　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計　

二
千
三
百
八
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

5　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠　

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

収
容
台
数　

百
十
一
台



山
梨
県
公
報
　
　
第
七
十
九
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
二
日

一
一
四

す
ず
か
け

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
協
駅
前
ビ
ル
四
階　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
す
ず

か
け甲

府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
協
駅
前
ビ
ル
四
階　

共
立
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二　

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
ら
ぐ
さ

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
ら
ぐ
さ

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
あ
ら
ぐ
さ

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地　

東
八
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ほ
ほ
え
み

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ほ
ほ
え
み

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ほ
ほ
え
み

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一　

御
坂
八
代
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
た
ん
ぽ
ぽ

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
三
百
七
十
一
番
地　

か
い
こ
ま
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

甲
斐
市
富
竹
新
田
四
百
一
番
地
の
四　

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
す
ら
ぎ

甲
斐
市
富
竹
新
田
四
百
一
番
地
の
四　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
す
ら
ぎ

甲
斐
市
富
竹
新
田
四
百
一
番
地
の
一　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
や
す
ら
ぎ

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
協
駅
前
ビ
ル
四
階　

甲
府
市
中
央
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地　

巨
摩
共
立
病
院
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
い
き
や
り

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地　

石
和
共
立
病
院
通
所
介
護
事
業
所
ふ
れ
あ
い

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
澤
二
百
二
十
五
番
地
の
四　

ま
す
ほ
共
立
診
療
所
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ふ
る
さ

と
大
月
市
猿
橋
町
殿
上
五
百
八
十
七
番
地
の
一　

共
立
診
療
所
さ
る
は
し

大
月
市
猿
橋
町
殿
上
五
百
八
十
七
番
地
の
一　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
さ
る
は
し

大
月
市
猿
橋
町
殿
上
四
百
二
番
地
の
一　

共
立
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
の
う
え

甲
府
市
若
松
町
六
番
三
十
五
号　

共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
わ
か
ま
つ

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
九
番
地　

共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
も
も
そ
の

甲
府
市
宝
一
丁
目
四
番
十
六
号　

共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
た
か
ら

甲
府
市
下
飯
田
一
丁
目
二
番
十
八
号　

共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
い
け
だ

以
上
の
病
院
、
診
療
所
及
び
介
護
事
業
所
の
全
部
又
は
一
部
の
職
場

四　

概
要　

三
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
、
全
体
的
又
は
部
分
的
に
連
続
、
断
続
を
含
む
全
て
の
業
務

の
停
止
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
と
こ
れ
に
対
す
る
妨
害
排
除
の
一
切
の
争
議
行
為
を

単
独
又
は
併
用
し
て
行
う
。
但
し
、
救
急
患
者
及
び
重
症
患
者
の
た
め
の
保
安
要
員
に
つ
い
て
は
、

必
要
に
応
じ
て
配
置
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

事
件　

次
の
要
求
事
項
に
関
す
る
件

1　

生
活
を
守
る
賃
金
と
雇
用
の
確
保
。
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
と
看
護
師
・
介
護
職
の
特
定
最

賃
新
設
の
実
現
。
生
活
改
善
で
き
る
一
時
金
の
獲
得
。
「
成
果
主
義
賃
金
」
「
業
績
評
価
制
度
」

の
導
入
・
拡
大
反
対
。
労
働
に
関
す
る
不
払
い
の
根
絶

2　

医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
な
ど
夜
勤
交
替
制
労
働
者
の
勤
務
環
境
の
改
善
。
「
一
日
八
時
間

以
内
、
勤
務
間
隔
十
二
時
間
以
上
」
な
ど
、
夜
勤
交
替
制
労
働
の
実
効
あ
る
規
制
の
実
現
。
長
時

間
労
働
の
解
消
。
三
六
協
定
特
別
条
項
の
撤
廃
。
労
働
条
件
の
改
善
を
保
障
す
る
需
給
見
通
し
と

増
員
計
画
の
策
定
。
看
護
師
「
特
定
行
為
」
の
強
制
や
拡
大
反
対

3　

社
会
保
障
の
拡
充
と
安
全
・
安
心
の
医
療
・
福
祉
の
実
現
。
医
療
・
介
護
の
保
険
外
し
反
対
、

患
者
・
利
用
者
の
自
己
負
担
軽
減
。
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
の
引
き
上
げ

4　

医
療
提
供
体
制
の
縮
小
再
編
成
、
「
医
療
計
画
」
、
「
医
療
費
適
正
化
計
画
」
な
ど
に
よ
る
実

態
を
無
視
し
た
病
床
削
減
反
対
。
住
民
本
位
の
保
健
・
医
療
・
介
護
・
福
祉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

確
立
。
国
・
自
治
体
・
公
的
病
院
の
統
廃
合
・
民
間
移
譲
反
対

5　

共
謀
罪
法
廃
止
、
戦
争
法
廃
止
・
発
動
反
対
、
憲
法
改
悪
阻
止
。
消
費
税
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
撤

回
。
原
発
再
稼
働
反
対
。
核
兵
器
廃
絶
。
平
和
と
民
主
主
義
の
擁
護

6　

山
梨
民
医
労
組
合
員
に
関
わ
る
賃
金
・
諸
手
当
不
払
い
の
根
絶
。
ま
た
、
現
在
労
使
紛
争
中
で

あ
る
不
払
い
手
当
の
支
払
要
求

二　

日
時　

令
和
二
年
三
月
十
二
日
以
降
、
要
求
解
決
ま
で
必
要
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

三　

場
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
九
番
一
号　

甲
府
共
立
病
院

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地　

石
和
共
立
病
院

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地　

巨
摩
共
立
病
院

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
の
一　

巨
摩
共
立
歯
科
診
療
所

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一　

御
坂
共
立
診
療
所

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
五
番
地
の
一　

御
坂
共
立
歯
科
診
療
所

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
三
百
七
十
一
番
地　

武
川
診
療
所

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
三
百
七
十
一
番
地　

武
川
歯
科
診
療
所

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号　

共
立
歯
科
セ
ン
タ
ー

甲
斐
市
富
竹
新
田
二
百
三
十
一
番
地
の
一　

竜
王
共
立
診
療
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
十
番
五
号　

甲
府
共
立
診
療
所

甲
府
市
飯
田
三
丁
目
一
番
三
十
五
号　

共
立
高
等
看
護
学
院

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
協
駅
前
ビ
ル
四
階　

甲
府
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン



山
梨
県
公
報
　
　
第
七
十
九
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
二
日

一
一
五

尾
井
町
三
番
六
号
紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
本
部

2　

受
付
場
所
へ
の
持
参
に
よ
る
受
験
申
込
み

㈠　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

令
和
二
年
四
月
九
日
（
木
）
か
ら
同
月
十
三
日
（
月
）
ま
で
の
毎

日
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

㈡　

受
験
申
込
み
方
法　

㈢
の
提
出
先
に
受
験
申
込
書
そ
の
他
別
に
案
内
す
る
書
類
を
原
則
と
し

て
受
験
者
本
人
が
持
参
す
る
こ
と
。

㈢　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
四
〇
〇

－

〇
〇
三
一
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

目
十
四
番
十
九
号
山
梨
県
建
設
業
協
同
組
合
会
館
一
階
一
般
社
団
法
人
山
梨
県
建
築
士
会

3　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

㈠　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試
験
の
受

験
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
受
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
も
の
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

㈡　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

令
和
二
年
四
月
十
三
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
二
十
日
（
月
）

午
後
四
時
ま
で

㈢　

受
験
申
込
み
方
法　

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い

て
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

四　

合
格
者
の
発
表
及
び
合
否
等
の
通
知　

令
和
二
年
十
二
月
三
日
（
木
）
（
予
定
）
（
学
科
の
試
験

に
つ
い
て
は
、
同
年
八
月
二
十
五
日
（
火
）
（
予
定
）
）

五　

そ
の
他

1　

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
令
和
二
年
六
月
十
日
（
水
）
頃
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（https://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

2　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
三

－

六
二
六
一

－

三
三
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

と
。

◉　

令
和
二
年
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
木
造
建
築

士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十
五
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

に
行
わ
せ
る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

試
験
日
時

1　

学
科
の
試
験　

令
和
二
年
七
月
十
二
日
（
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

◉　

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥

料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

登
録
番
号

肥
料
の

種
類

肥
料
の

名
称

保
証
成
分

量

そ
の

他
の

規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

更
新
後
の
有
効

期
限

山
梨
県
第

十
四
号

乾
燥
菌

体
肥
料

乾
燥
菌

体
肥
料

S

－

B

窒
素
全
量

　

四
％　

り
ん
酸
全

量　

一
％

公
定

規
格

の
と

お
り

サ
ン
ト
リ
ー
ス
ピ
リ
ッ

ツ
株
式
会
社　

東
京
都

港
区
台
場
二
丁
目
三
番

三
号

令
和
五
年
三
月

七
日

◉　

令
和
二
年
二
級
建
築
士
試
験
の
実
施

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
二
級
建
築

士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十
五
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

に
行
わ
せ
る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

試
験
日
時

1　

学
科
の
試
験　

令
和
二
年
七
月
五
日
（
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

2　

設
計
製
図
の
試
験　

令
和
二
年
九
月
十
三
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

試
験
場
所　

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号　

山
梨
学
院
大
学

三　

受
験
申
込
み
手
続

1　

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

㈠　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日
（
水
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
火
）
ま

で
㈡　

受
験
申
込
み
方
法　

㈢
の
提
出
先
に
受
験
申
込
書
そ
の
他
別
に
案
内
す
る
書
類
を
必
ず
簡
易
書

留
に
よ
り
郵
送
す
る
こ
と
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
。

㈢　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
一
〇
二

－

〇
〇
九
四
東
京
都
千
代
田
区
紀



山
梨
県
公
報
　
　
第
七
十
九
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
二
日

一
一
六

企　

業　

局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

山
梨
県
営
石
和
温
泉
給
湯
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

野　
　
　
　
　

宏

山
梨
県
営
石
和
温
泉
給
湯
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
営
石
和
温
泉
給
湯
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
中
「
条
例
」
を
「
山
梨
県
営
石
和
温
泉
給
湯
使
用
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨

県
条
例
第
二
十
五
号
）
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
減
免
の
申
請
）

第
二
十
条
の
二
　
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
維
持
料
、
使
用
料
又
は
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
の

免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
料
等
減
免
申
請
書
（
第
十
号
様
式
の
三
）
を
管
理
者
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

2　

管
理
者
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
要
な
事
項
を
調
査
し
、
諾
否
を
決
定
し
、
そ
の

旨
を
書
面
で
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
号
様
式
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

2　

設
計
製
図
の
試
験　

令
和
二
年
十
月
十
一
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

試
験
場
所　

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号　

山
梨
学
院
大
学

三　

受
験
申
込
み
手
続

1　

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

㈠　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日
（
水
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
火
）
ま

で
㈡　

受
験
申
込
み
方
法　

㈢
の
提
出
先
に
受
験
申
込
書
そ
の
他
別
に
案
内
す
る
書
類
を
必
ず
簡
易
書

留
に
よ
り
郵
送
す
る
こ
と
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
。

㈢　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
一
〇
二

－

〇
〇
九
四
東
京
都
千
代
田
区
紀

尾
井
町
三
番
六
号
紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
本
部

2　

受
付
場
所
へ
の
持
参
に
よ
る
受
験
申
込
み

㈠　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

令
和
二
年
四
月
九
日
（
木
）
か
ら
同
月
十
三
日
（
月
）
ま
で
の
毎

日
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

㈡　

受
験
申
込
み
方
法　

㈢
の
提
出
先
に
受
験
申
込
書
そ
の
他
別
に
案
内
す
る
書
類
を
原
則
と
し

て
受
験
者
本
人
が
持
参
す
る
こ
と
。

㈢　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
四
〇
〇

－
〇
〇
三
一
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

目
十
四
番
十
九
号
山
梨
県
建
設
業
協
同
組
合
会
館
一
階
一
般
社
団
法
人
山
梨
県
建
築
士
会

3　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

㈠　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
木
造
建
築
士
試
験
の
受

験
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
受
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
も
の
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

㈡　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

令
和
二
年
四
月
十
三
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
二
十
日
（
月
）

午
後
四
時
ま
で

㈢　

受
験
申
込
み
方
法　

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い

て
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

四　

合
格
者
の
発
表
及
び
合
否
等
の
通
知　

令
和
二
年
十
二
月
三
日
（
木
）
（
予
定
）
（
学
科
の
試
験

に
つ
い
て
は
、
同
年
九
月
八
日
（
火
）
（
予
定
）
）

五　

そ
の
他

1　

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
令
和
二
年
六
月
十
日
（
水
）
頃
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（https://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

2　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
三

－

六
二
六
一

－

三
三
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

と
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
七
十
九
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
二
日

一
一
七

第10号様式の3（第20条の2関係）第１０号様式の３（第２０条の２関係）

年 月 日

山梨県公営企業管理者 殿

住 居 所

施 設 の 名 称

氏 名 名 称 印

代表者の氏名

使 用 料 等 減 免 申 請 書

山梨県営石和温泉給湯使用料等徴収条例第５条（第１項・第２項）の規定により、

（維持料・使用料・手数料）の（減額・免除）を受けたいので、山梨県営石和温泉給湯

規程第２０条の２第１項の規定により、次のとおり申請します。

温 泉 利 用 の 場 所

給 湯 記 号 及 び 番 号

減 額 ・ 免 除 申 請 期 間

年 月 日から

年 月 日まで 日間

減 額 ・ 免 除 申 請 理 由



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
七
十
九
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
二
日

一
一
八

二
一
四

上

十
～
十
一

十
一

平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第
二
百

六
十
三
号

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
百

四
十
二
号

平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第
二
百

四
号

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
四

十
四
号

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
訓
令
甲
第
一
号

山
梨
県
企
業
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

野　
　
　
　
　

宏

山
梨
県
企
業
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
企
業
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
山
梨
県
企
業
局
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

電
気
課

P
R
施
設
の
案
内
、
館
内
機
器
の
維
持
管
理

に
係
る
業
務

電
力
貯
蔵
技
術
の
実
証
試
験
に
係
る
業
務

甲
府
市
下
向
山
町

保
川
発
電
所
の
建
設
工
事
に
係
る
現
場
調
整

業
務

南
巨
摩
郡
早
川
町
保

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

正　
　
　

誤

ペ
ー
ジ

段
　
　

行

　
　
　
　
　

誤

　
　
　
　
　

正

○　

平
成
二
十
六
年
四
月
三
日
（
第
二
千
四
百
四
号
）
公
布
山
梨
県
告
示
第
百
二
十
六
号
（
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
）

二
一
四

上

十
～
十
一

十
一

平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第
二
百

六
十
三
号

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
百

四
十
二
号

平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第
二
百

四
号

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
四

十
四
号


